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さいたま市告示第１０号 

さいたま市情報セキュリティ運用支援業務に関する意見招請（ＲＦＣ）を実施するため、次のとお

り告示する。 

令和８年１月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 本意見招請依頼の目的 

本市では、さいたま市情報セキュリティポリシーを策定し、これに基づき市の情報セキュリティ

対策のＰＤＣＡサイクルが効果的に働くよう様々な取り組みを行っており、これに係る各種対応、

具体的にはインシデントの初動対応に係る支援やセキュリティ教育、訓練、監査等について専門的

な支援を目的とした業務委託契約を締結しています。 

次期の調達においても、これまでの調達内容を踏襲する方針ですが、一方で AI を悪用した攻撃や

ランサムウェア攻撃等、情報セキュリティの脅威は一層深刻化しており、 サイバー攻撃の手法も高

度化する中、必要となる情報セキュリティ対策もアップデートが必要であると認識しているところ

です。 

本意見招請は、事業者の皆様に本調達に係る調達仕様書（案）等について御意見をいただくこと

で、本調達仕様書が公正・公平な内容となっているかを確認するとともに本調達に係る情報セキュ

リティ対策の中で不足する要素について御指摘いただくことを目的としています。 

２ 意見招請に付する事項 

  本招請では、⑴で提示する各資料に基づき、⑵に示す各項目について意見の提供を依頼するもの

です。 

⑴ 提示資料 

資料名称 概要 

①調達仕様書（案） 本調達の調達仕様書案 

⑵ 招請する内容※書式自由 

項目 依頼事項 

提示資料に対する意見 提示資料において、本市が求める要件の実現可能

性等の観点から、疑問点に関する質問や課題と思

われる部分に対する意見 

※御意見には該当資料名及びページ名を明記し

てください。 

意見を補足する資料 意見等を記載いただくうえでそれの補足となる

資料等があれば御提供ください。 

 

３ 実施期間等 

⑴ 実施期間 

告示日から令和８年２月６日（金） 

⑵ 参加表明 

本件に参加いただける場合、次の要領にて御連絡ください。参加表明いただいた方に対して、

２⑴に提示した資料を電子メール等にて配付します。なお、参加表明後に辞退する場合は、同様
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の方法で本市に必ず連絡を行ってください。 

 

受付期間    ：告示日から令和８年１月２８日（水）１２時００分まで 

通知方法    ：参加の旨を記載した電子メールを送付してください。いただいたメールア 

ドレス宛に秘密保持誓約書及び会社情報シート、類似業務実績一覧表を添 

付し返信しますので、必要事項記入・押印の上、ＰＤＦファイル化したも 

のを再度電子メールで送付してください。なお、秘密保持誓約書押印原本 

については、令和８年１月３０日（金）までに御郵送または直接御持参く 

ださい。 

メール送付先  ：さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 デジタル改革担当 

メールアドレス ：dx-s@city.saitama.lg.jp 

件名      ：【さいたま市ＲＦＣ】参加表明（参加者名） 

その他     ：メール送付後、本市に対して到着確認の連絡を実施してください。 

（「５ 連絡先」を御確認ください）  

４ 招請資料の提出方法 

資料の提出については、電子メールで提出をお願いします。 

提出期限  ：令和８年２月６日（金）１７時００分 

その他  ：メール送付後、本市に対して到着確認の連絡を実施してください。 

(「５ 連絡先」を御確認ください) 

５ 連絡先 

本招請に係る問合せ先は次のとおりです。なお、対応はすべて日本語のみとさせていただきます。 
さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 デジタル改革担当 

電話番号：０４８－８２９－１０４７ 

メールアドレス：dx-s@city.saitama.lg.jp 

６ その他 

⑴ 参加者に対し、提出いただいた資料に係る確認事項等についてヒアリングさせていただく場合

がございます。また、提出いただいた資料に対し、追加の資料提出を依頼する場合があります。 

⑵ 本招請の実施に要する一切の費用は、参加者の負担とします。 

⑶ 提出された資料に関しては、返却しません。 

⑷ 提出いただいた資料は、提出事業者に無断で第三者に開示することはありません。 

⑸ 本招請の実施をもって、本市が調達を行うことを約束したり、参加者に特別の地位を約束した

りするものではありません。また、本招請を辞退した事業者について不利益に取り扱うことはあ

りません。 

⑹ 提出いただいた御意見を参考に、本市で検討の上、本調達仕様書の修正を行う予定ですが、全

ての御意見を反映させる訳ではありませんので御了承ください。 
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